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大学院教育を取り巻く政策動向と
今後の論点
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大学院教育を取り巻く現状①：日本成長戦略本部・日本成長戦略会議
• リスクや社会課題に対し、先手を打った官民連携の戦略的投資を促進し、世界共通の課題解決に資する製品、サービ
ス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実現するため、内閣に、日本成長戦略本部を設置
（令和７年11月４日 閣議決定、本部長：内閣総理大臣、構成員：全ての国務大臣）

• 加えて、上記の具体化のため、日本成長戦略本部の下に日本成長戦略会議を設置
（令和７年11月４日 日本成長戦略本部決定、議長：内閣総理大臣、構成員：内閣府特命担当大臣（経済安全保障）、財務
大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、防衛大臣その他内閣総理大臣が指名する国務大臣及び内閣総理大臣が指名する有識者）

• 日本成長戦略会議においては、成長戦略の検討課題として、17の戦略分野及び８つの分野横断的課題が挙げられ、
これまで各分科会等において議論が進められてきたところ

※日本成長戦略会議（第４回）資料より抜粋
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大学院教育を取り巻く現状②-1：人材育成分科会

• 日本成長戦略会議における人材育成分野の検討を進めるため、日本成長戦略会議の下に、人材育成分科会を開催
（令和８年１月22日 日本成長戦略会議議長決定）

• ５回にわたる議論を踏まえ、「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビジョン~人への投資の好循環に
よる強い経済の実現~」を取りまとめ
（令和8年5月22日 日本成長戦略会議 人材育成分科会）

※「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビジョン~人への投資の好循環による強い経済の実現~」（日本成長戦略会議人材育成分科会）より抜粋
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大学院教育を取り巻く現状②-2：人材育成分科会

• 日本成長戦略会議における人材育成分野の検討を進めるため、日本成長戦略会議の下に、人材育成分科会を開催
（令和８年１月22日 日本成長戦略会議議長決定）

• ５回にわたる議論を踏まえ、「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビジョン~人への投資の好循環に
よる強い経済の実現~」を取りまとめ
（令和8年5月22日 日本成長戦略会議 人材育成分科会）

（ⅰ）AX時代における産業を支える人材育成に向けた高校教育と高
等教育の一体的改革

①社会の変化に応じた高校教育改革
②高校教育改革と連動した高等教育改革
③高度化する技術や新しい知識・技能への対応や地域の社会・産
業基盤を支える実践的職業人材の育成

高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革

（ⅱ）「成長分野」を牽引する科学技術人材・クリエイティブ人材の育成
①新技術の研究及び社会実装を担う科学技術人材の育成
②産業イノベーションをけん引する研究大学群の形成や国立研究開
発法人の機能強化

③コンテンツの振興を担う人材の育成や裾野拡

（ⅲ）「人材力」の基盤となる環境整備

※「高校から大学・大学院等を通した人材育成システム改革ビジョン~人への投資の好循環による強い経済の実現~」（日本成長戦略会議人材育成分科会）より抜粋、一部編集
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大学院教育を取り巻く現状③：地域未来戦略本部
• 地方が持つ伸び代を活かし、国民の暮らしと安全を守るため、地域ごとの産業クラスターを全国各地に形成し、世界をリ
ードする技術・ビジネスを創出するとともに、地場産業の付加価値向上と販路開拓を強力に支援することなどの検討のた
め、内閣に、地域未来戦略本部を設置
（令和７年11月11日 閣議決定）

• 加えて、上記に関する関係府省間の連携を図るため、地域未来戦略に関する関係副大臣等会議を開催
（令和７年11月11日 地域未来戦略本部長決定決定）

• 今後決定される地域未来戦略の３類型として、「A. 戦略産業クラスター計画」「B. 地域産業クラスター計画」「C. 地
場産業成長プラン」を各単位（地域ブロック、都道府県、市区町村～都道府県）において策定・更新

※地域未来戦略に関する関係副大臣等会議
（第３回）資料より抜粋
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大学院教育を取り巻く現状④：戦略産業クラスター計画の素案

※地域未来戦略に関する関係副大臣等会議（第３回）・地域未来戦略に関する総理報告資料より抜粋
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大学院教育を取り巻く現状⑤：科学技術・イノベーション基本計画

• 科学技術・イノベーション創出の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、令和８年度からの５年間を
対象とする第７期「科学技術・イノベーション基本計画」を令和８年３月に策定

• 同計画においては、科学技術・イノベーション推進システムの刷新を進めることを前提として、以下の６つを柱としている
第１の柱：知の基盤としての「科学の再興」
第２の柱：技術領域の戦略的重点化
第３の柱：科学技術と国家安全保障との有機的連携
第４の柱：産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化
第５の柱：戦略的科学技術外交の推進
第６の柱：推進体制・ガバナンスの改革

推
進
シ
ス
テ
ム
の
刷
新

※第７期「科学技術・イノベーション基本計画」のポイントより抜粋、一部編集

→研究機器等の大学院の教育リソースについても、組織間の共有が進む
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大学院教育を取り巻く現状⑥：産構審・イノベ小委における議論

※第14回産業構造審議会 イノベーション・環境分科会 イノベーション小委員会資料より抜粋
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大学院教育の方向性に係る主な論点

【成果】
送り出す人数の増加

【成果】
送り出す人材の高度化

【目的】
アカデミア（先端研究開発をけん引）・産業界（我が国の経済的成長に直結）からの人材需要の拡大に応える

成長分野転換基金

成長分野に係る研究科の
新設・定員拡充等

成長分野の量的拡大 大学院教育の高度化

未来を先導するトップレベル大学院教育改革（FLAGs）
産業界及び国内外の教育研究機関との連携強化や、学内がにおける教員・学生の
多様性・流動性を向上させることで、世界トップレベルの大学院教育を行う拠点
を形成
令和７年度採択は６件、令和８年度は１件程度採択予定（審査中）

検討すべきポイント
• 「個」としての大学院における教育改革のみで、今後求められる人材の厚み（人数×質）に応えることができるか？
• 連携した教育課程を編成するのであれば、どのような形で各大学院が参画し、どのような役割を果たすべきか？
• 大学院側の教育改革と並行して、学生の学修・教育時間を確保することが必要ではないか？
• 特に戦略分野の産業界を支える修士段階については、地域の産業界等をより大きく巻き込んだ、産学一体の人材育成を推進
する仕組みが必要ではないか？
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（参考）大学院生の生活状況について：アルバイト等従事状況
 修士課程においては国公私問わず75%以上の学生がアルバイトに従事している
 アルバイトの頻度としては週に１～２日が最も多い
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■：不定期的にした ■：週に１～２日 ■：週に３日以上 ■：不定期的にした ■：週に１～２日 ■：週に３日以上 ■：不定期的にした ■：週に１～２日 ■：週に３日以上

修士課程 博士課程 専門職学位課程
アルバイト従事状況別学生数の割合 アルバイト従事状況別学生数の割合 アルバイト従事状況別学生数の割合

アルバイト従事者の従事時期別学生数の割合 アルバイト従事者の従事時期別学生数の割合 アルバイト従事者の従事時期別学生数の割合

※「令和6年度学生生活調査」（日本学生支援機構）をもとに文部科学省作成。いずれも社会人学生を除く。
※いずれも社会人学生を除く
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（参考）半導体人材育成拠点形成事業

次世代の⾼度⼈材や基盤⼈材の持続的な育成に向け、各⼤学等の特⾊や地域性等を踏まえつつ、ネットワー
クを⽣かした教育プログラムの展開など、産学協働の実践的な教育体制を構築

東京科学大学：未来共創半導体イノベーションアリーナ
ー SiCA/シーカ: Semiconductor Innovation and Co-creation Arena ー

半導体を活用した社会変革と新産業の創出を目指し、産官学民が連携して、「次世代の半導体設計を
担う人材」を育成するコンソーシアム

他大学、企業等との連携（イメージ） • 各大学がそれぞれの特色講義を持ち寄
り、SiCAが講義のレベルチェック・採点
標準化を行った上で、学生に基礎的講
義群を提供する。

• SiCAは、産総研と共同で講義群・演
習カリキュラムの構築を進めるとともに、
民間企業の協力のもと、教育用ライセン
スの提供やオンライン講義の拠出、オー
プンな設計環境と連携教材の整備を構
想。

• 既存のコンソーシアム（超スマート社会
推進コンソーシアム）のシステムを利用
して学生インターンシップ派遣を行う。

※申請書を基に文科省が作成
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（参考）契約学科

中央教育審議会大学分科会大学院部会（第124回）資料から抜粋
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（参考）他の機関・大学院と連携した教育に関する制度

研究指導委託 共同教育課程 国際連携専攻

根拠条文

大学院設置基準第13条第２項
「大学院は、…学生が他の大学院又は研究
所等において必要な研究指導（略）を受け
ることを認めることができる。」

大学院設置基準第31条第１項
「二以上の大学院（…）は、…当該二以上
の大学院のうち一の大学院が開設する授業
科目を、当該二以上の大学院のうち他の大
学院の教育課程の一部とみなして、それぞれ
の大学院ごとに同一内容の教育課程（…）
を編成することができる。」

大学院設置基準第35条第１項
「大学院は、…研究科に、文部科学大臣が
別に定めるところにより、外国の大学院（…）
と連携して教育研究を実施するための専攻
（…）を設けることができる。」

連携先 他の大学院又は研究所等（民間の研
究所等も含む）

国内の他の大学院 外国の大学院（連携外国大学院）

組織 既存の専攻で実施可能 共同教育課程のみを実施する専攻等
が必要

国際連携専攻の設置が前提

学生の在籍
元の大学院に所属する 元の大学院を含め全ての構成大学院

に在籍するが、構成大学院のうちいず
れかに本籍を置く

元の大学院、連携外国大学院の両方
に在籍

教員の在籍
所属の変更は不要
（いわゆる「マル合教員」等の専任とすべき教員以外の
者が兼任することを妨げるものではない）

構成大学院のいずれかに所属
（いわゆる「マル合教員」等の専任とすべき教員以外の
者が兼任することを妨げるものではない）

国際連携専攻に所属
（特定国際連携専攻においては、当該専攻を置く研
究科における、授与する学位の種類及び分野が同一の
専攻の教員が当該専攻の教員を兼ねることができる）

修了要件

通常の大学院と同様 通常の大学院における修了要件に加え、
元の大学院も含め各構成大学院にお
いて、共同教育課程に係る科目の履
修により10単位以上の修得が必要
（大学等連携推進法人等の場合は７単位以上）

通常の大学院における修了要件に加え、
元の大学院及び各連携外国大学院に
おいて、国際連携教育課程に係る科
目の履修により10単位以上の修得が
必要

学位の扱い
元の大学院が単独で授与 元の大学院も含めた全ての構成大学

院が連名で授与
元の大学院及び連携外国大学院が連
名で授与

※「元の大学院」とは、それぞれの制度において連携を行う日本の大学院を指す。
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（参考）経済財政運営と改革の基本方針2026（原案）（抜粋）

第３章 責任ある積極財政に基づく「中長期経済財政計画」
３．主要分野ごとの重要課題と取組方針 
（２）公教育の再生、研究活動の活性化

（……）高校から大学・大学院等までの人材育成システムを一体的に改革し、産業構造の変
化に対応した人材基盤を強化する。2030年までを第１期とし、大学等の機能強化と規模適正化
を総合的に推進し、高等教育の分野・地域のリバランスや18歳中心主義からの脱却を図る。理工・
デジタル人材育成を含む大学・大学院等の機能強化のため、成長分野への学部再編、17の戦略
分野の高度人材育成や実需に応じたリ・スキリング、高専の新設・機能強化、文理分断の傾向が強
い大都市圏の大学を始めとする成長分野の重視や人社系のダウンサイジング及び理数分野併修を
通じた質の向上、大学生・高校生での海外留学の一層の推進など多様性の中で価値を創造する
人材育成を進める。（中略）
新たに策定された「科学技術・イノベーション基本計画」を着実に推進するとともに、科学技術政策

のＥＢＰＭを強化する。大学改革を進めるとともに、大学における研究活動を安定的、継続的に支
える国立大学法人運営費交付金や科研費の大幅な拡充を図ることや、施設の計画的整備への着
実な支援、私学助成の成長分野や地域を支える人材育成等への重点化・充実など、基礎研究を
含めた科学技術研究の基盤を強化し、また、日本を国際頭脳循環の主要なハブとし、イノベーション
を通じた経済成長や国際的地位の確保を達成する。あわせて、運営費交付金の拡充等により国研
の研究開発基盤の強化を図る。また、ムーンショット型研究開発（より大胆な発想に基づく挑戦的
な研究開発）の推進による重要技術領域への支援の充実を図る。 
科研費の全面基金化に向けた取組を推進し、研究者の煩雑な事務負担を軽減し、研究時間を

確保する。先端研究施設・設備等の整備・共用・高度化を促進する。（……）
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